
 

 

  
  

 
 

      
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

私 事 総 第 1 3 4 0 号

令 和 ８ 年 ３ 月 1 1 日

学 校 法 人 等 代 表 者 殿

私学共済事務担当者 殿

日本私立学校振興・共済事業団

理事長 福 原 紀 彦

短期給付等掛金率のうち「特定保険料率に相当する掛金率」について 
― 令和８年度分は 3.36％ ―

平素より当事業団の業務につきましては、御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

さて、私学事業団等の医療保険者は、高齢者の医療制度等に対する財政支援を行っ

ています。この財政支援については、現役世代が高齢者の医療制度等に対して、どの

程度の支援を行っているかを周知するという観点から、令和８年度において加入者

の皆様に負担していただく短期給付分、子ども・子育て支援金分、福祉事業分から構

成される短期給付等掛金率のうち、特定保険料率に相当する掛金率(支援金に充てる

ための掛金率)についてお知らせします。

特定保険料率に相当する掛金率は、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等の見

込額（注 1）を私学共済制度の加入者の標準報酬月額及び標準賞与額の 1 年分の見込額

（注 2）で除して求めます。

その結果、令和８年度における特定保険料率に相当する掛金率は、 3.36％とな

り、学校法人等と折半負担となるため加入者負担分は、 1.68％になります。

（注 1）令和８年度の見込額は、1,273 億円(前期高齢者納付金 454 億円、後期高齢者

支援金等 820 億円)となり、これは短期給付事業に係る費用の 37％に当たり

ます。

（注 2）令和８年度の見込額は、3 兆 7,801 億円です。

＜特定保険料率に相当する掛金額の計算式（加入者負担分）＞

標 準 報 酬 月 額 
× 1.68％ ＝ 特定保険料率に相当する掛金額

標 準 賞 与 額 

※ 「特定保険料率に相当する掛金率」は、短期給付等掛金率の内訳を表示している

ものであり、新たな負担が生じるものではありません。 

※ 「特定保険料率に相当する掛金率」については、私学共済事業ホームページ〔お

知らせ〕にも掲載しています。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度分　短期給付等掛金額のうち特定保険料率に相当する掛金額
(加入者負担分の内訳表示)

(単位：円)

標準報酬
月額

の等級

標準報酬
月額

報酬月額

短期給付等掛金額 〔注１〕
特定保険料率相当

掛金額 〔注２〕

1.68％
（>3.36％>×1/2）>

甲種加入者
4.6255％

（>9.251％>×1/2）

乙種加入者等
4.598％

（>9.196％>×1/2）

1> 58,000> 63,000円未満 2,683> 2,667> 974 

2> 68,000 63,000円以上 73,000円未満> 3,145> 3,127> 1,142 

3> 78,000 73,000円以上 83,000円未満> 3,608> 3,586> 1,310 

4> 88,000 83,000円以上 93,000円未満> 4,070> 4,046> 1,478 
5> 98,000 93,000円以上 101,000円未満> 4,533> 4,506> 1,646 
6> 104,000 101,000円以上 107,000円未満> 4,811> 4,782> 1,747 
7> 110,000 107,000円以上 114,000円未満> 5,088> 5,058> 1,848 
8> 118,000 114,000円以上 122,000円未満> 5,458> 5,426> 1,982 
9> 126,000 122,000円以上 130,000円未満> 5,828> 5,793> 2,117 

10> 134,000 130,000円以上 138,000円未満> 6,198> 6,161> 2,251 
11> 142,000 138,000円以上 146,000円未満> 6,568> 6,529> 2,386 
12> 150,000 146,000円以上 155,000円未満> 6,938> 6,897> 2,520 
13> 160,000 155,000円以上 165,000円未満> 7,401> 7,357> 2,688 
14> 170,000 165,000円以上 175,000円未満> 7,863> 7,817> 2,856 
15> 180,000 175,000円以上 185,000円未満> 8,326> 8,276> 3,024 
16> 190,000 185,000円以上 195,000円未満> 8,788> 8,736> 3,192 
17> 200,000 195,000円以上 210,000円未満> 9,251> 9,196> 3,360 
18> 220,000 210,000円以上 230,000円未満> 10,176> 10,116> 3,696 
19> 240,000 230,000円以上 250,000円未満> 11,101> 11,035> 4,032 
20> 260,000 250,000円以上 270,000円未満> 12,026> 11,955> 4,368 
21> 280,000 270,000円以上 290,000円未満> 12,951> 12,874> 4,704 
22> 300,000 290,000円以上 310,000円未満> 13,876> 13,794> 5,040 
23> 320,000 310,000円以上 330,000円未満> 14,802> 14,714> 5,376 
24> 340,000 330,000円以上 350,000円未満> 15,727> 15,633> 5,712 
25> 360,000 350,000円以上 370,000円未満> 16,652> 16,553> 6,048 
26> 380,000 370,000円以上 395,000円未満> 17,577> 17,472> 6,384 
27> 410,000 395,000円以上 425,000円未満> 18,965> 18,852> 6,888 
28> 440,000 425,000円以上 455,000円未満> 20,352> 20,231> 7,392 
29> 470,000 455,000円以上 485,000円未満> 21,740> 21,611> 7,896 
30> 500,000 485,000円以上 515,000円未満> 23,127> 22,990> 8,400 
31> 530,000 515,000円以上 545,000円未満> 24,515> 24,369> 8,904 
32> 560,000 545,000円以上 575,000円未満> 25,903> 25,749> 9,408 
33> 590,000 575,000円以上 605,000円未満> 27,290> 27,128> 9,912 
34> 620,000 605,000円以上 635,000円未満> 28,678> 28,508> 10,416 
35> 650,000 635,000円以上 665,000円未満> 30,066> 29,887> 10,920 
36> 680,000 665,000円以上 695,000円未満> 31,453> 31,266> 11,424 
37> 710,000 695,000円以上 730,000円未満> 32,841> 32,646> 11,928 
38> 750,000 730,000円以上 770,000円未満> 34,691> 34,485> 12,600 
39> 790,000 770,000円以上 810,000円未満> 36,541> 36,324> 13,272 
40> 830,000 810,000円以上 855,000円未満> 38,392> 38,163> 13,944 
41> 880,000 855,000円以上 905,000円未満> 40,704> 40,462> 14,784 
42> 930,000 905,000円以上 955,000円未満> 43,017> 42,761> 15,624 
43> 980,000 955,000円以上 1,005,000円未満> 45,330> 45,060> 16,464 
44> 1,030,000 1,005,000円以上 1,055,000円未満> 47,643> 47,359> 17,304 
45> 1,090,000 1,055,000円以上 1,115,000円未満> 50,418> 50,118> 18,312 
46> 1,150,000 1,115,000円以上 1,175,000円未満> 53,193> 52,877> 19,320 
47> 1,210,000 　>1,175,000円以上　>1,235,000円未満> 55,969> 55,636> 20,328 
48> 1,270,000 1,235,000円以上 1,295,000円未満> 58,744> 58,395> 21,336 
49> 1,330,000 1,295,000円以上 1,355,000円未満> 61,519> 61,153> 22,344 
50> 1,390,000> 1,355,000円以上 64,294> 63,912> 23,352

〔注１〕 短期給付等掛金額には、短期給付分・子ども・子育て支援金分及び福祉事業分掛金額を含み、介護分掛金額は

　　　　 含みません。

〔注２〕 特定保険料率に相当する掛金額(加入者負担分)の端数については、50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える

　　　　 場合は切り上げて1円とします。


